
　

比 布 町

平 成 １ ８ 年 ３ 月

比 布 町 行 財 政 改 革 大 綱 実 施 計 画

（平成１7年度〜平成２1年度）

（ 集 中 改 革 プ ラ ン ）



　 △は検討　　○は実施予定
重点項目

１ ７ 年 度 １ ８ 年 度 １ ９ 年 度 ２ ０ 年 度 ２ １ 年 度

○

・行政評価システムの導入

　

・生活管理指導員派遣委託の見直し（ﾍﾙﾊﾟｰ２名分の人件費）

○保健福祉課関係 　

・行政区の見直し 

・町道除排雪の民間委託（試行） ○

・除雪出動基準の見直し（現在概ね１０ｃｍで出動） △

　

○産業振興課関係

　

○ ○

　  

　 △

○

△

・財務規則の改正 　

・投票区の見直し（第４投票区を第１投票区に統合)　　  　△３００千円 ○

○総務企画課関係 　

実　　施　　計　　画　　の　　内　　容

１．事務事業の再編・整理、廃止・統合

基本的な
考 え 方

実 施 計 画 年 度
備 考実 施 計 画 項 目 及 び 影 響 額

少子高齢化と過疎化の進行、地方経済の低迷により住民の行政ニーズは、複雑多様化してきており、住民へのサービス提供や施策の実施にあ
たっては、町内相互の調整を図る等、行政関与の必要性、受益と負担の公平確保、行政効率等を十分検討し、事務事業の整理合理化を進めま
す。

○建設課関係
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　 △は検討　　○は実施予定
重点項目

１ ７ 年 度 １ ８ 年 度 １ ９ 年 度 ２ ０ 年 度 ２ １ 年 度

　

・負担金補助、扶助費の見直し  　

　

　

実　　施　　計　　画　　の　　内　　容

１．事務事業の再編・整理、廃止・統合

基本的な
考 え 方

実 施 計 画 項 目 及 び 影 響 額
実 施 計 画 年 度

備 考

少子高齢化と過疎化の進行、地方経済の低迷により住民の行政ニーズは、複雑多様化してきており、住民へのサービス提供や施策の実施にあ
たっては、町内相互の調整を図る等、行政関与の必要性、受益と負担の公平確保、行政効率等を十分検討し、事務事業の整理合理化を進めま
す。

○生涯学習課関係 　

・スクールバス等運行方法の検討 　 ○

・要保護・準要保護・生徒就学援助費基準の見直し ○

・公民館分館事業の見直し △

  ・鈴木邸の開館見直し

・各種スポーツ大会の支援見直し △ 　

 ○

○△

　

　 　 ○

○・放課後児童保育制度の充実検討

・パソコン教室の廃止
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　 △は検討　　○は実施予定
重点項目

１ ７ 年 度 １ ８ 年 度 １ ９ 年 度 ２ ０ 年 度 ２ １ 年 度

実　　施　　計　　画　　の　　内　　容

２．民間委託等の推進

基本的な
考 え 方

定型的な業務を含め事務事業の全般にわたり、近隣町や民間の受託提案などを参考に経費の削減などメリットが生じる委託の可能性につ
いて検討を加えます。また平成１５年の地方自治法の改正により指定管理者制度が導入され、本町の公共施設の管理のあり方について検
証を行なう必要があります。

実 施 計 画 項 目 及 び 影 響 額
実 施 計 画 年 度

備 考

●公の施設（指定管理者制度等の導入） 　

　①レクリエーション・スポーツ施設 △ △ △ △ ○

　　　　野球場、体育館、プール、テニスコート、ゲートボールコート、

　　　　パークゴルフ場

　②産業振興施設 △ △ △ △ ○

　　　　スキー場、遊湯ぴっぷ、グリーンパーク  

　③基盤施設 △ △ △ △ ○

　　　　百年記念公園、水道施設

　④文教施設 △ △ △ △ ○

　　　　改善センター、図書館

　⑤その他 △ △ △ △ ○
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　 △は検討　　○は実施予定
重点項目

１ ７ 年 度 １ ８ 年 度 １ ９ 年 度 ２ ０ 年 度 ２ １ 年 度

　⑦ホームページ作成・運営

　⑧総務関係事務（給与、旅費、福利厚生）　

　在宅給食サービス、情報処理・庁舎情報システム維持 〃 

職員対応

 民間委託済み項目

一部民間委託

　本庁舎清掃、庁舎夜間警備、し尿処理、一般ゴミ収集、ホームヘルパー派遣

職員対応（Ｈ14）

　⑥道路維持補修・清掃等 △

　⑤水道メーター検針 職員対応（Ｈ16）

　④学校用務員事務　 △  

○ 一部実施

　③学校給食　　 自校式（臨時職員）

　②公用車運転 △

　①案内・受付（電話交換）　 総合案内窓口（直営）

●その他の事務の委託等

実 施 計 画 項 目 及 び 影 響 額
実 施 計 画 年 度

備 考

●公の施設以外の施設 　

実　　施　　計　　画　　の　　内　　容

２．民間委託等の推進

基本的な
考 え 方

定型的な業務を含め事務事業の全般にわたり、近隣町や民間の受託提案などを参考に経費の削減などメリットが生じる委託の可能性につ
いて検討を加えます。また平成１５年の地方自治法の改正により指定管理者制度が導入され、本町の公共施設の管理のあり方について検
証を行なう必要があります。
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　 △は検討　　○は実施予定
重点項目

１ ７ 年 度 １ ８ 年 度 １ ９ 年 度 ２ ０ 年 度 ２ １ 年 度

実　　施　　計　　画　　の　　内　　容

３．定員管理の適正化及び人材育成並びに組織機構の見直し

基本的な
考 え 方

定員管理にあたっては、事務事業の見直しと、民間委託等も視野に入れ、新規の行政需要に対しても、配置転換で対応するなどスクラップ・
アンド・ビルドの徹底を基本とし、定年退職等に伴う新規採用を抑え定員の縮減に努め、簡素で効率的な行政体制となる適切な職員配置と
します。また定員適正化計画については、適正な人事配置を行い、職員体制の見直しを図り、人件費の削減に努めます。

実 施 計 画 項 目 及 び 影 響 額
実 施 計 画 年 度

備 考

●職員定数の削減 　

条例定数　８３人　 総数７６人（定数に対する実数　７５人　他に浄化　１人）

　平成２２年４月１日現在目標値　　６５人 ○ 退職不補充等により

　

●職員適正化計画の見直し ○
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　 △は検討　　○は実施予定
重点項目

１ ７ 年 度 １ ８ 年 度 １ ９ 年 度 ２ ０ 年 度 ２ １ 年 度

実　　施　　計　　画　　の　　内　　容

３．定員管理の適正化及び人材育成並びに組織機構の見直し

基本的な
考 え 方

定員管理にあたっては、事務事業の見直しと、民間委託等も視野に入れ、新規の行政需要に対しても、配置転換で対応するなどスクラップ・
アンド・ビルドの徹底を基本とし、定年退職等に伴う新規採用を抑え定員の縮減に努め、簡素で効率的な行政体制となる適切な職員配置と
します。また定員適正化計画については、適正な人事配置を行い、職員体制の見直しを図り、人件費の削減に努めます。

実 施 計 画 項 目 及 び 影 響 額
実 施 計 画 年 度

備 考

・再任用制度のあり方 △

・組織機構の見直し（課の統廃合） △ １６年度見直し

・嘱託、臨時職員の見直し及び抑制 △ 　 １６年度見直し

・各種委員会の見直し（削減及び定数の抑制） ○ 　

・非常勤特別職等委員報酬及び費用弁償の見直し △ １６度見直し

・定期的な視察研修の廃止 △

・公益法人等への派遣(新規） △ ○

・研修制度の充実 ○

・自治大学校への派遣 △ ○

・自己啓発研修の奨励 △

・定期的人事異動の実施 ○

・職員の能力開発（人事評価制度の導入） △
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　 △は検討　　○は実施予定
重点項目

１ ７ 年 度 １ ８ 年 度 １ ９ 年 度 ２ ０ 年 度 ２ １ 年 度

　

　 　

 

 

 

・正副団長研修の廃止 ○

○消防関係 　

　 　

実 施 計 画 項 目 及 び 影 響 額
実 施 計 画 年 度

備 考

・収入役の廃止（新規） ○ 　

実　　施　　計　　画　　の　　内　　容

３．定員管理の適正化及び人材育成並びに組織機構の見直し

基本的な
考 え 方

定員管理にあたっては、事務事業の見直しと、民間委託等も視野に入れ、新規の行政需要に対しても、配置転換で対応するなどスクラップ・
アンド・ビルドの徹底を基本とし、定年退職等に伴う新規採用を抑え定員の縮減に努め、簡素で効率的な行政体制となる適切な職員配置と
します。また定員適正化計画については、適正な人事配置を行い、職員体制の見直しを図り、人件費の削減に努めます。
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　 △は検討　　○は実施予定
重点項目

１ ７ 年 度 １ ８ 年 度 １ ９ 年 度 ２ ０ 年 度 ２ １ 年 度

実　　施　　計　　画　　の　　内　　容

４．給与の適正化

基本的な
考 え 方

本町の給与は、毎年の人事院給与勧告を基本に改定を行なってきており、不適切な給与水準にはありませんが、厳しい地域経済を背景に
地域民間企業との乖離が指摘されております。今後も人事院給与勧告を遵守しながら給与水準の適正化を図るため，級別職務分類表の適
切な執行に努めるとともに、職員の給与等については、平成１７年９月に示された国の新しい公表例を参考に町民にわかりやすい方法を検
討し毎年適時に広報紙等で公表します。

実 施 計 画 項 目 及 び 影 響 額
実 施 計 画 年 度

備 考

●給与の適正化 　

●定員・給与の公表 　

　 　

・管理職手当の削減（平成１５年度実施　１２％→１０％　１０％→８％） 　 △

・時間外勤務手当の抑制継続（平成１５年度から実施） ○

・給与状況の公表継続 ○

・住宅手当の見直し（持ち家７千円→５千円） △

・特殊勤務手当の廃止（現行６種類） △

・給与の見直し適正化 ○
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　 △は検討　　○は実施予定
重点項目

１ ７ 年 度 １ ８ 年 度 １ ９ 年 度 ２ ０ 年 度 ２ １ 年 度

実　　施　　計　　画　　の　　内　　容

５．経費削減の財政効果

基本的な
考 え 方

本町の歳入予算に大きな割合を占める地方交付税の大幅な減額が予想されるなか、人件費、公債費をはじめとする義務的経費が増加し、
ここ数年基金の取り崩しを行うなど財政状況が悪化してきており、経費全般の徹底的な見直しが迫られて、庁内管理経費なども削減を進め
ます。

実 施 計 画 項 目 及 び 影 響 額
実 施 計 画 年 度

備 考

●歳入関係

　・税の徴収対策 ○

　・使用料・手数料の見直し △ 16年度見直し

　・未利用財産の売払い等 △ △ △ ○ 　

　

●歳出関係（他の項目と重複する部分も含む。）

　・人件費削減（再掲）　　　例　収入役の廃止 　特別職給与削減 ○

　・組織の統廃合 　 △ 16年度見直し

　・民間委託による事務事業の削減 △

　・施設等維持費の見直し △

　・補助金等の整理合理化 　 　　 ○

　・投資的経費の見直し △ △ ○
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　 △は検討　　○は実施予定
重点項目

１ ７ 年 度 １ ８ 年 度 １ ９ 年 度 ２ ０ 年 度 ２ １ 年 度

　 　

　

　　　議員定数の削減（平成15年4月から16人から13人へ）

　　　会議負担金の抑制 ○

　　　地方債の発行抑制 △

　　　有利な補助制度の活用 △ △

　　　PFI手法の導入 △

　・その他

　・地方公営企業関係（人件費、事務事業の見直しなど） ○ 職員減

　・その他事務事業の整理合理化 ○

実 施 計 画 項 目 及 び 影 響 額
実 施 計 画 年 度

備 考

　・内部管理経費の見直し ○ 　

実　　施　　計　　画　　の　　内　　容

５．経費削減の財政効果

基本的な
考 え 方

本町の歳入予算に大きな割合を占める地方交付税の大幅な減額が予想されるなか、人件費、公債費をはじめとする義務的経費が増加し、
ここ数年基金の取り崩しを行うなど財政状況が悪化してきており、経費全般の徹底的な見直しが迫られて、庁内管理経費なども削減を進め
ます。
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　 △は検討　　○は実施予定
重点項目

１ ７ 年 度 １ ８ 年 度 １ ９ 年 度 ２ ０ 年 度 ２ １ 年 度

実　　施　　計　　画　　の　　内　　容

６．その他（歳入財源の確保、情報の共有化に伴う行政サービスの向上、広域行政）

基本的な
考 え 方

・歳入財源の確保
　行政サービスの提供やまちづくり計画を推進するためには、財源の確保と有効活用が基本となり、また住民の公平性の確保からも滞納の
一層が緊急の課題となります。また受益者負担の考え方に基づく使用料や手数料の適正化を図ります。
・情報の共有化に伴なう行政サービスの向上
　行政窓口における対応改善と行政サービスのため、適切な接遇等のあり方を徹底し、本町の実情に適合した効率的な行政運営を進めま
す。
・広域行政
本町では、事務の合理化を図るため、塵芥、し尿、消防の事務を一部事務組合により進めておりますが、今後はさらに効率的な運営に努め
るために３組合の統合や介護保険、国民健康保険、老人保健の広域連合に向け関係町との協議・調整を図る必要があります。

実 施 計 画 項 目 及 び 影 響 額
実 施 計 画 年 度

備 考

○歳入財源の確保

・滞納プロジェクトチームによる収納率向上（再掲） ○

・近隣町との共同徴収（広域行政と重複） △ △ ○

・使用料・手数料の見直し（再掲） ○

・遊休町有地の処分（再掲） ○

・職員の日帰りミニドッグの個人負担（H15　１千円　H16 ２千円　 H17　３千円）  ○

・町営住宅共用部分の維持管理経費徴収 ○

・街灯電気料金の一部負担 　 △
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　 △は検討　　○は実施予定
重点項目

１ ７ 年 度 １ ８ 年 度 １ ９ 年 度 ２ ０ 年 度 ２ １ 年 度

実　　施　　計　　画　　の　　内　　容

６．その他（歳入財源の確保、情報の共有化に伴う行政サービスの向上、広域行政）

基本的な
考 え 方

・歳入財源の確保
　行政サービスの提供やまちづくり計画を推進するためには、財源の確保と有効活用が基本となり、また住民の公平性の確保からも滞納の
一層が緊急の課題となります。また受益者負担の考え方に基づく使用料や手数料の適正化を図ります。
・情報の共有化に伴う行政サービスの向上
　行政窓口における対応改善と行政サービスのため、適切な接遇等のあり方を徹底し、本町の実情に適合した効率的な行政運営を進めま
す。
・広域行政
本町では、事務の合理化を図るため、塵芥、し尿、消防の事務を一部事務組合により進めておりますが、今後はさらに効率的な運営に努め
るために３組合の統合や介護保険、国民健康保険、老人保健の広域連合に向け関係町との協議・調整を図る必要があります。

実 施 計 画 項 目 及 び 影 響 額
実 施 計 画 年 度

備 考

○情報の共有化に伴う行政サービスの向上

・情報公開制度の普及・啓蒙 ○

・行政手続の簡素化 ○

・インターネットによる情報提供 ○

・入札制度の検討  △

・ホームページの内容充実 ○

・総合相談窓口の設置（新規） △ ○

・地域担当職員の設置（新規） △ ○

・財政状況の公表 ○

△・バランスシートの作成 　
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　 △は検討　　○は実施予定
重点項目

１ ７ 年 度 １ ８ 年 度 １ ９ 年 度 ２ ０ 年 度 ２ １ 年 度

・近隣町との共同徴収（再掲） △ ○

・行政委員会の広域化（教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会） △

△

・事務処理の広域化（職員研修、火葬業務、災害支援など） △

・一部事務組合の統合（広域化） △ △

△

・老人保健、国民健康保険事業の広域連合化 △ △ △ △

・介護保険事業の広域連合化 △ △ △

実 施 計 画 項 目 及 び 影 響 額
実 施 計 画 年 度

備 考

○広域行政

実　　施　　計　　画　　の　　内　　容

６．その他（歳入財源の確保、情報の共有化に伴う行政サービスの向上、広域行政）

基本的な
考 え 方

・歳入財源の確保
　行政サービスの提供やまちづくり計画を推進するためには、財源の確保と有効活用が基本となり、また住民の公平性の確保からも滞納の
一層が緊急の課題となります。また受益者負担の考え方に基づく使用料や手数料の適正化を図ります。
・情報の共有化に伴う行政サービスの向上
　行政窓口における対応改善と行政サービスのため、適切な接遇等のあり方を徹底し、本町の実情に適合した効率的な行政運営を進めま
す。
・広域行政
本町では、事務の合理化を図るため、塵芥、し尿、消防の事務を一部事務組合により進めておりますが、今後はさらに効率的な運営に努め
るために３組合の統合や介護保険、国民健康保険、老人保健の広域連合に向け関係町との協議・調整を図る必要があります。
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